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減災対策協議会の規約改定について

網走開発建設部管内一級河川水防連絡協議会幹事会について、減災対策協議会が設立されてお
り、洪水に対する減災の取組や水防に関する連絡調整・取組を包括的に議論する場となっているこ
とから網走開発建設部管内一級河川水防連絡協議会幹事会を発展的に解消し、減災対策協議会
に事業を引き継ぐこととします。

水防連絡協議会 減災対策協議会

減災対策協議会と水防連絡協議会の経緯

昭和57年に施行

発展的解消

平成28年4月｢水防災意識社会

再構築ビジョン｣の取組に伴い、
減災対策協議会を設立

水防事項を盛り込んだ

規約に改定

引き継ぎ

減災対策協議会（幹事会）

＋

減災対策協議会（部会）令和７年４月頃 水防連絡協議会（幹事会）
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【参考】水防連絡協議会設立経緯
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【参考】減災対策協議会設立経緯
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【参考】新旧対比表（常呂川）

水防連絡協議会規約【旧】 減災対策協議会規約【旧】 減災対策協議会規約【新】
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